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中
部
地
整
は
一
二
月
二
〇
日
、
来
年
度
の
組
織
内
示
結
果
を

公
表
し
ま
し
た
。
特
徴
は
建
設
産
業
課
（
建
政
部
）
の
増
強
、

防
災
体
制
強
化
に
伴
う
水
災
害
対
策
セ
ン
タ
ー
（
河
川
部
）
の

設
置
な
ど
本
局
部
局
で
五
ポ
ス
ト
の
新
設
が
行
わ
れ
て
い
ま

す
。
一
方
、
事
務
所
・
出
張
所
で
は
横
山
出
張
所(

浜
松)

が
廃

止
さ
れ
る
な
ど
設
置
を
廃
止
が
上
回
っ
て
い
ま
す
。
ま
た
、
建

設
監
督
官
、
用
地
官
ポ
ス
ト
の
建
設
専
門
官
へ
の
切
上
げ
が
目

立
つ
内
容
と
な
っ
て
い
ま
す
。 

と
し
て
は
処
遇
改
善
に
向
け
た

改
訂
と
な
っ
て
い
ま
す
。
し
か

し
、
横
山
出
張
所
（
浜
松
）
が
廃

止
さ
れ
て
お
り
、
出
張
所
の
廃

止
の
動
き
は
止
ま
っ
て
い
ま
せ

ん
。
ま
た
、
監
督
業
務
を
行
う

監
督
官
、
用
地
交
渉
等
を
担
う

用
地
官
が
削
減
さ
れ
、
建
設
専

門
官
に
置
き
換
わ
っ
て
お
り
、

専
門
的
な
目
的
の
ポ
ス
ト
か
ら

一
般
的
な
ポ
ス
ト
へ
の
変
更
は

監
督
業
務
、
用
地
事
務
の
軽
視

に
つ
な
が
る
恐
れ
も
あ
り
、
注

視
が
必
要
で
す
。 

ま
た
、
こ
れ
ま
で
は
廃
止
さ

れ
て
こ
な
か
っ
た
副
所
長
が
木

曽
川
下
流
で
廃
止
さ
れ
て
お

り
、
増
え
続
け
て
き
た
副
所
長

ポ
ス
ト
も
ス
ク
ラ
ッ
プ
＆
ビ
ル

ド
に
入
っ
た
と
思
わ
れ
ま
す
。 

   

冒
頭
で
触
れ
た
と
お
り
、
建

設
産
業
課
は
補
佐
、
係
長
が
各

二
（
各
一
は
一
〇
月
）
設
置
さ

れ
る
な
ど
、
組
織
強
化
が
図
ら

れ
ま
す
。
ま
た
、
昨
今
の
水
害

を
受
け
、
水
災
害
対
策
セ
ン
タ

ー
が
設
置
さ
れ
ま
す
。
こ
れ
ら

の
組
織
が
改
善
さ
れ
る
こ
と
は

中
部
地
整
の
業
務
を
推
進
す
る

上
で
重
要
な
こ
と
で
す
。
ま
た
、

総
務
部
、
用
地
部
等
で
も
補
佐

級
ポ
ス
ト
が
設
置
さ
れ
て
い
ま

す
。
し
か
し
、
一
方
で
事
務
所

で
は
、
そ
の
財
源
の
た
め
に
ポ

ス
ト
減
と
な
っ
て
お
り
、
事
務

所
体
制
は
不
十
分
な
ま
ま
で

設
置
（
倍
増
）
さ
れ
る
こ
と
と

な
っ
て
い
ま
す
。 

ま
た
、
東
北
、
北
陸
、
関
東

な
ど
今
年
大
規
模
水
害
の
あ
っ

た
整
備
局
で
は
、
緊
急
治
水
対

策
出
張
所
等
が
設
置
さ
れ
ま

す
。
な
お
、
道
路
メ
ン
テ
ナ
ン

ス
セ
ン
タ
ー
は
、
昨
年
の
関
東
、

中
部
に
続
き
近
畿
、
中
国
で
設

置
さ
れ
る
予
定
で
す
。 

   

中
部
地
整(

旧
建
設)

で
は
、

ポ
ス
ト
の
設
置
が
三
九
（
昨
年

五
四
）
、
廃
止
が
三
五
（
同
五

五
）
と
な
っ
て
い
ま
す
。
今
年

は
防
災
系
二
室
等
の
設
置
が
あ

り
大
規
模
で
し
た
が
、
来
年
は

例
年
並
み
の
改
廃
と
な
っ
て
い

ま
す
。
事
務
所
補
佐
級
ポ
ス
ト

の
建
設
専
門
官
等
へ
の
切
上
げ

が
二
一
と
な
っ
て
お
り
、
全
体

３２３１ 

   

全
国
で
公
表
さ
れ
た
内
示
結

果
の
傾
向
と
し
て
は
、
建
政
部

建
設
産
業
課
に
人
材
支
援
係
及

び
補
佐
、
営
繕
部
計
画
課
に
事

業
適
正
化
係
が
設
置
さ
れ
、
事

務
所
で
は
、
用
地
官
・
建
設
監

督
官
等(

補
佐
級)

を
廃
止
し
建

設
専
門
官(

課
長
級)

へ
の
切
り

上
げ
が
行
わ
れ
る
と
共
に
、
全

地
整
に
専
門
調
査
官
（
課
長
級
）

や
「
高
齢
者
活
用
及
び
Ｗ
Ｌ
Ｂ

の
推
進
の
た
め
の
専
門
員
」
が

２０  1  7 

す
。
今
年
の
防
災
関
係
二
室
や

Ｍ
Ｃ
の
設
置
に
伴
い
、
事
務
所

の
負
担
は
昨
年
以
上
に
増
え
て

お
り
、
新
た
な
本
局
ポ
ス
ト
の

事
務
所
・出
張
所
体
制

の
充
実
、
ベ
テ
ラ
ン
職

員
の
処
遇
改
善
を
！ 

ポ
ス
ト
切
上
げ
、
専
門
員
増 

全
国
で
専
門
調
査
官
設
置 

組織内示の数 

 

職階 廃止 設置 増減
課長級 0 1 1
補佐級 0 5 5
係長級 6 5 -1
小計 6 11 5

次長級 1 1 0
課長級 2 22 20
補佐級 21 0 -21
係長級 5 5 0
小計 29 28 -1
次長級 1 1 0
課長級 1 10 9
補佐級 11 0 -11
係長級 2 1 -1
小計 15 12 -3

次長級 0 0 0
課長級 1 12 11
補佐級 10 0 -10
係長級 3 0 -3
小計 14 12 -2

共 係長級 0 4 4

局

合
計

事
務
所

機関

治
水
系

道
路
系

用
地
官
・
監
督
官
廃
止
加
速 

横
山
出
張
所
、
副
所
長
（下
流

）廃
止 

 

他
地
整
で
は
新
設
事
務
所
の
設
置
場

所
、新
設
ポ
ス
ト
の
所
掌
等
が
丁
寧
に
添

付
さ
れ
て
お
り
、職
員
に
解
り
や
す
い
発

表
と
な
っ
て
い
ま
す
。中
部
に
お
い
て
も

改
善
を
求
め
た
い
と
こ
ろ
に
ゃ
ん
。 

○
ス
タ
ッ
フ
ポ
ス
ト
の
業
務
内
容 

東
北
、
中
部
、
九
州
以
外 

○
新
設
組
織
の
所
在
地
明
示 

東
北
、
（
中
部
）
以
外 

○
新
組
織
の
業
務
内
容 

関
東
、
近
畿 

専
門
調
査
官 

【
関
東
内
示
通
知
よ
り
抜
粋
】 

専
門
調
査
官
は
課
等
の
内
部
組

織
に
関
す
る
訓
令
に
お
い
て
、
「
課

等
（
本
局
の
場
合
は
課
、
事
務
所
の

場
合
は
事
務
所
）
の
所
掌
事
務
の
う

ち
、
重
要
な
専
門
的
事
項
に
関
す
る

も
の
を
処
理
す
る
。
」
と
規
定 

 他地整はもっと 

 丁寧な周知が！ 
  

 

本
局
は
充
実
、
事
務
所
は
？ 

防
災
体
制
整
備
等
課
題
山
積 

ち
な
み
に
「
占
用
調
整
管
理
官
」
は
、 

「
地
方
整
備
局
組
織
規
則
第
一
四
六
条
の
二
の

２ 

占
用
調
整
管
理
官
は
、
命
を
受
け
て
、
河
川

国
道
事
務
所
等
の
所
掌
事
務
に
関
す
る
河
川
及

び
道
路
の
占
用
、
利
用
及
び
保
全
並
び
に
沿
道

区
域
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
特
定
事
項
に
関
す

る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。
」
と
な
っ
て
い
る
。 
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者
数
に
見
合
う
数
確
保
す
る
こ

と
が
必
要
で
す
。 

   

組
織
内
示
は
予
算
成
立
が
前

提
で
す
が
、
同
様
に
ポ
ス
ト
改

は
、
専
門
官
等
へ
の
切
上
げ
を

進
め
て
い
く
こ
と
が
重
要
で

す
。 ま

た
、
今
期
の
人
事
で
は
、

人
事
任
用
の
方
針
を
改
め
、
ベ

テ
ラ
ン
職
員
の
登
用
拡
大
を
図

ら
な
け
れ
ば
、
処
遇
改
善
ど
こ

ろ
か
後
退
に
つ
な
が
る
恐
れ
が

あ
り
ま
す
。 

   

整
備
局
全
体
に
設
置
予
定
の

「
高
齢
者
活
用
及
び
Ｗ
Ｌ
Ｂ
の

推
進
の
た
め
の
専
門
員
」
は
再

任
用
の
た
め
の
ポ
ス
ト
で
す
。

現
状
で
は
、
出
張
所
係
長
ポ
ス

ト
二
名
と
専
門
員
一
名
の
三
名

が
フ
ル
タ
イ
ム
任
用
と
な
っ
て

い
ま
す
が
、
希
望
者
の
期
待
に

応
え
る
状
況
に
は
あ
り
ま
せ

ん
。
一
九
年
度
の
一
か
ら
四
に

増
え
た
こ
と
は
評
価
出
来
ま
す

が
、
依
然
三
級
ポ
ス
ト
で
の
確

保
に
留
ま
っ
て
い
ま
す
。
人
事

院
は
退
職
時
と
同
等
の
ポ
ス
ト

で
の
再
任
用
を
想
定
し
て
お

り
、
再
任
用
希
望
者
の
在
職
時

ポ
ス
ト
と
比
較
す
る
と
不
十
分

と
い
わ
ざ
る
を
得
ま
せ
ん
。 

こ
れ
ま
で
の
中
部
地
整
（
建

設
）
で
の
運
用
で
は
、
フ
ル
タ

イ
ム
任
用
は
一
年
限
り
、
以
降

は
ハ
ー
フ
で
四
級
任
用
と
な
っ

て
い
る
実
態
が
あ
る
こ
と
、
定

年
延
長
が
予
定
さ
れ
て
お
り
、

定
年
延
長
者
と
の
処
遇
格
差
、

な
ど
か
ら
も
せ
め
て
専
門
職
級

の
フ
ル
タ
イ
ム
ポ
ス
ト
を
希
望

善
に
見
合
っ
た
上
位
級
定
数
の

確
保
が
な
さ
れ
な
け
れ
ば
処
遇

改
善
は
進
み
ま
せ
ん
。 

ま
た
、
人
事
・
任
用
で
ベ
テ

ラ
ン
職
員
の
昇
任
・
登
用
を
進

め
な
け
れ
ば
、
処
遇
の
格
差
だ

け
が
広
が
り
、
級
別
定
数
査
定

設
置
は
さ
ら
な
る
事
務
所
へ
の

負
担
の
増
に
つ
な
が
る
恐
れ
が

あ
り
ま
す
。
各
職
場
か
ら
は
「
防

災
体
制
要
員
が
不
十
分
」
「
交

代
要
員
が
い
な
い
」
な
ど
の
問

題
指
摘
が
な
さ
れ
て
い
る
中

で
、
水
災
害
対
策
セ
ン
タ
ー
が

ま
と
も
に
機
能
す
る
の
か
、
防

災
対
策
室
と
の
位
置
づ
け
（
指

揮
命
令
）
な
ど
整
理
・
解
消
す

べ
き
課
題
は
た
く
さ
ん
あ
り
ま

す
。 

   

北
陸
、
関
東
、
近
畿
な
ど
で

引
き
続
き
専
門
官
が
設
置
さ
れ

て
い
る
一
方
、
中
部
で
は
昨
年

に
続
き
専
門
官
の
設
置
は
ゼ
ロ

と
な
り
ま
し
た
。
逆
に
専
門
官

五
、
専
門
職
三
が
廃
止
さ
れ
る

な
ど
課
長
補
佐
級
の
ポ
ス
ト
が

削
減
さ
れ
続
け
て
い
ま
す
。
し

か
し
、
事
務
所
で
は
、
四
〇
歳

代
後
半
で
も
係
長
で
三
級
の
処

遇
に
あ
り
、
専
門
官
等
の
四
級

ポ
ス
ト
は
ま
だ
ま
だ
不
足
し
て

い
ま
す
。
局
長
は
「
全
体
の
処

遇
の
改
善
」
「
処
遇
の
底
上
げ
」

と
言
っ
て
い
ま
す
が
、
四
〇
歳

代
後
半
以
上
の
三
級
職
員
の
処

遇
改
善
を
ど
の
様
に
考
え
て
い

る
の
か
疑
問
で
す
。 

今
回
の
専
門
員
の
廃
止
で
も

専
門
員
の
空
ポ
ス
ト
は
五
、
在

籍
ポ
ス
ト
を
含
め
れ
ば
一
〇
以

上
の
専
門
員
等
の
ポ
ス
ト
が
残

っ
て
い
ま
す
。
今
期
の
人
事
で

空
ポ
ス
ト
を
埋
め
、
次
年
度
に

所属 名称 職階 所属 名称 職階

総務部会計課 専門員（事務） 係長 総務部 建設専門官（事務）* 補佐

総務部契約課 専門員（事務） 係長 総務部人事課 課長補佐 補佐

 建政部建設産業課 課長補佐 補佐
 建政部建設産業課 課長補佐 ※ 補佐
 建政部建設産業課 人材支援係 係長

建政部計画管理課 専門員（事務） 係長  建政部建設産業課 指導係 ※ 係長

河川部 水災害対策センター 課長
 河川部水災害予報センター 水防企画係 係長  河川部水災害対策センター 水災害対策係 係長

河川部河川工事課 専門員（技術） 係長  河川部水災害対策センター 水災害調査係 係長

営繕部計画課 専門員（技術） 係長 営繕部計画課 事業適正化係 ※ 係長
 用地部用地企画課 課長補佐 補佐

木曽川上流河川占用調整課 専門官（事務） 補佐 木曽川上流河川 建設専門官（事務） 課長

木曽川上流河川防災情報課 専門官（技術） 補佐 木曽川上流河川 建設専門官（技術） 課長
木曽川上流河川 専門調査官（事務） 課長

新丸山ダム工事 用地官 補佐
越美山系砂防総務課 専門職（事務） 補佐

沼津河川国道 用地官 補佐 沼津河川国道 建設専門官（事務） 課長
浜松河川国道河川管理課 専門官（事務） 補佐 浜松河川国道 占用調整管理官 課長
浜松河川国道 建設監督官 補佐 浜松河川国道 建設専門官（技術） 課長
浜松河川国道 横山出張所 課長
浜松河川国道横山出張所 管理第一係 係長
浜松河川国道横山出張所 管理第二係 係長 浜松河川国道中ノ町出張所 管理第三係 係長
富士砂防 用地官 補佐 富士砂防 建設専門官（事務） 課長

庄内川河川 用地官 補佐
設楽ダム工事 副所長（技術） 副長

設楽ダム工事 建設監督官 補佐 設楽ダム工事 建設専門官（技術） 課長

木曽川下流河川 副所長（技術） 次長

天竜川上流河川 建設専門官（事務） 課長
天竜川上流河川砂防調査課 専門職（技術） 補佐 天竜川上流河川 建設専門官（技術） 課長

高山国道 建設監督官 補佐 高山国道 建設専門官（技術） 課長

沼津河川国道 建設監督官 補佐 沼津河川国道 建設専門官（事務） 課長
沼津河川国道 建設専門官（技術） 課長

浜松河川国道 建設監督官 補佐 浜松河川国道 建設専門官（技術） 課長
浜松河川国道工務第二課 専門職（技術） 補佐 浜松河川国道 建設専門官（技術） 課長
浜松河川国道道路管理第二課 専門員（技術） 係長
静岡国道管理第一課 専門官（事務） 補佐 静岡国道 建設専門官（事務） 課長

名古屋国道経理課 専門官（事務） 補佐 名古屋国道 専門調査官（事務） 課長
愛知国道 建設監督官 補佐 愛知国道 建設専門官（技術） 課長
名四国道 用地官 補佐 名四国道 建設専門官（事務） 課長

三重河川国道 建設専門官（事務） 課長 三重河川国道 占用調整管理官 課長
三重河川国道用地第二課 用地第三係 係長
紀勢国道 用地官 補佐 紀勢国道 建設専門官（事務） 課長
紀勢国道工務課 専門員（技術） 係長

飯田国道 用地官 補佐 飯田国道 建設専門官（事務） 課長
共通 係長

２０２０年度組織改正の概要

高齢者活用及びＷＬＢの推進のための専門員４を設置

＊：７月設置予定、　※：１０月設置予定

事
務
所
　
治
水

事
務
所
　
道
路

設　　　　　置廃　　　　止

局

補
佐
級
ポ
ス
ト
削
減 

ベ
テ
ラ
ン
職
員
の
処
遇
改
善
は
？ 

再
任
用
者
の
フ
ル
タ
イ
ム
化
に
道
も 

四
級
ポ
ス
ト
の
確
保
が
急
務 

上
位
級
定
数
を
確
保
し 

処
遇
を
念
頭
に
お
い
た
人
事
を 

に
お
い
て
も
不
利
益
を
被
る
だ

け
で
す
。 

局
長
に
は
、
級
別
定
数
改
善
、

人
事
任
用
で
更
な
る
努
力
を
求

め
る
と
と
も
に
、
他
地
整
同
様

に
職
員
の
立
場
に
立
っ
た
内
示

結
果
の
発
表
を
求
め
ま
す
。 


